
令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目

1

実施要領 1 3 (4) 表-1に記載された対象施設数量のほかに､面整備に伴う数量増はどの程度想
定していますか｡

令和10年度までに約18kmの整備を予定しております。

2

実施要領 1 3 (4) 対象施設のﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ437箇所のﾘｽﾄの提示をお願いします｡ 閲覧資料のうち、閲覧設計書(ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務)をご確認くださ
い。

3

実施要領 2 3 (5) ｢統括管理業務｣および｢ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務｣は再委託を認めないとあ
ります｡本業務は共同企業体(JV)での受注となりますが､これらの業務を共
同企業体の構成員間で役割分担して実施することは､再委託には該当せず可
能という認識で相違ないでしょうか｡

ご認識のとおりです。

4

実施要領 2 4 委託費について金抜きの設計書は提示いただけますか。 閲覧資料のうち、閲覧設計書をご確認ください。

5

実施要領 2 4 委託費(内訳)ｵ ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務の(うち外業)と(うち内業)の対象
業務をご教示願います。

閲覧資料のうち、閲覧設計書(ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務)をご確認くださ
い。

NO
質問箇所

質問内容 回答

1/25



令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

6

実施要領 12 12 (1) ｢実施要領等及び企画提案書を基に業務内容について協議等を行い､受注候
補者より改めて見積書を徴し､契約を締結する｡｣とあるが協議の内容によっ
ては委託費の上限に上乗せの可能性はありますか｡

委託費の上限を超えることはできません。

7

要求水準書 2 第9条 1 ｢受注者は、本業務の実施時間中において､発注者が発行する身分証明書を
常に携帯しなければならない｡｣と記載されていますが､【様式6】に記載す
る者以外､構成員､協力会社の作業従事者､再委託先の作業従事者も含まれな
いということでよろしいでしょうか｡

身分証明書は、再委託先を含むすべての現場作業従事者が携帯する必要が
あります。

8

要求水準書 3 第15条 2 ｢受注者は､発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験
等に対して､発注者の指示により､これに協力しなければならない｡｣と記載
されていますが､確定している調査及び試験等はあるのでしょうか｡協力し
た際は､緊急対応業務に該当するのでしょうか｡また､立会い等(段階検査)は
含まれるのでしょうか｡

現時点で確定しているものはありません。
また、この対応については管路施設緊急対応業務又はﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ緊急対応
業務に該当しません。

9

要求水準書 4 第19条 2 業務で使用する車両に本業務名等を記載したｽﾃｯｶｰ等を貼り付けると記載さ
れていますが､受注者名を記載したｽﾃｯｶｰでもよろしいでしょうか｡

受注者名を記載したｽﾃｯｶｰとしていただいて問題ありません。

10

要求水準書 4 第20条 1 ｢必要に応じて打合記録簿を作成し｣と記載されていますが､紙以外での提出
も可能でしょうか｡

紙媒体のほか、電子での提出も可能です。なお、提出書類の電子化に当
たっては｢鶴岡市情報共有ｼｽﾃﾑ利用要領｣に準拠します。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

11

要求水準書 4 第20条 2 ｢統括管理者は主要な打合せ及び報告には必ず出席｣とありますが､管路、ﾏﾝ
ﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ及び維持工事関連他の専門的な打合せ及び報告は、副統括管理者
及び主任(監理)技術者他のみの出席でもよろしいでしょうか｡

打合せ協議は、統括管理者が出席することとし、副統括管理者、主任(監
理)技術者及び作業従事者のみの出席は認めません。なお、打合せ協議に統
括管理者以外の者が同席し説明を行うことは可能です。ただし、統括管理
者不在時は代理として副統括管理者の出席を認めます。

12

要求水準書 5 第24条 1 下水道法の改正は本業務に直接関係する法令等の変更ﾘｽｸになりますか。 ご認識のとおりです。

13

要求水準書 6 第27条 1 ｢本業務に従事する者に対して､定期的に当該業務に関する安全教育を行い､
安全意識の向上を図るものとする｡｣と記載されていますが､安全教育の頻
度､実施の報告義務等ありますか｡

安全教育の頻度は、全体業務計画書の教育･研修方法に定めることを想定し
ております。
また、安全教育の実施状況は年間業務報告書による報告を想定しておりま
す。

14

要求水準書 6 第28条 3 ｢作業中､酸素欠乏空気や硫化水素の発生した場合､発注者及び他関係機関に
緊急連絡｣と記載されていますが､濃度測定及び換気等により作業可能条件
下になっても連絡は必要でしょうか｡

濃度測定、換気等により作業可能な状況となった場合は、本市への連絡不
要です。

15

要求水準書 7 第29条 4 交通誘導員に関して､緊急対応業務時も検定合格警備員を配置しなければな
らないのでしょうか｡

検定合格警備員の配置が必要となる道路上での作業は、原則、検定合格警
備員を配置していただくことになります。

3/25



令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

16

要求水準書 7 第29条 4 交通誘導員について自社警備等で経費削減を行ってもよいのか。 原則、警備業者の警備員を配置していただくことになります。

17

要求水準書 7 第30条 3 ｢当該作業箇所又は上流域等での降雨が発生している場合､作業を行わない｣
と記載されていますが､降雨の中止基準はありますか｡小口径管渠作業につ
いても降雨時の作業中止基準はありますか｡

作業中止基準について、本市で定めているものはありません。

18

要求水準書 10 第38条 8 ｢使用する工事用水は受注者負担とあり､所管する浄化ｾﾝﾀｰでは無償使用可｣
と記載がありますが､広域に業務を展開するため工事用水の確保が困難な地
域などでの供給手段や運搬距離に伴う変更協議が可能なものか､ご教示願い
ます｡

必要に応じて協議します。

19

要求水準書 11 第38条 14 本業務では､各業務の成果ﾃﾞｰﾀを､発注者の保有する下水道台帳ｼｽﾃﾑに直接
入力するのではなく､発注者指定の様式にﾃﾞｰﾀ作成するという認識で良いで
しょうか｡

ご認識のとおりです。

20

要求水準書 11 第38条 14 修繕報告書等の報告書の電子ﾃﾞｰﾀを発注者の保有する下水道台帳ｼｽﾃﾑに登
録することは委託対象外という認識で良いでしょうか｡

ご認識のとおりです。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

21

要求水準書 12 第39条 3 統括管理者は｢現場事務所に常駐を想定｣とありますが､ﾃﾚﾜｰｸ(在宅勤務)等
の柔軟な働き方の導入や､業務効率化･ICT化の観点から､発注者との連絡体
制や有事の際の駆けつけ体制が確保されていることを条件に､必ずしも全就
業時間を現場事務所で過ごさなくとも｢常駐｣とみなされる余地はあります
でしょうか｡

必要に応じて協議します。

22

要求水準書 13 第40条 1 令和8年度に公表予定の｢下水道管路ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのための技術基準等に関する最
終整理｣を受けて､令和9年度中にｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画の修正が必要となると考
えますが､その点は別途費用を計上していただける認識で良いでしょうか｡
また､それにより点検･調査対象及び点検方法が変わることも想定されます
が､委託費以内での変更対応ということとなるでしょうか｡

原則、要求水準書に示すとおり令和11年度、令和12年度及び令和17年度の
実施を予定しております。ただし、下水道法の改正等により鶴岡市ｽﾄｯｸﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ計画の変更が必要となった場合、実施時期等について協議します。

23

要求水準書 13 第40条 2 過年度に発注者が実施した関連業務を具体的にご教示ください｡ 現在実施中の鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務、管路施設調査
業務等、鶴岡市ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定に関連する業務となります。

24

要求水準書 13 第40条 2 令和9年度からの業務内容でﾏﾝﾎｰﾙ点検及びﾎﾟﾝﾌﾟ点検時に劣化･腐食が判断
基準を超える事象が確認され､緊急性を有する場合は計画の優先度を変更を
行うべきでしょうか｡

管路施設点検により、対象施設に異常を確認した場合、その都度必要な処
置を検討し、その後の対応を協議することとしております。

25

要求水準書 13 第40条 4 照査項目に｢(1)情報収集､課題の把握及び整理の内容｣とありますが､要求水
準書に情報収集､課題の把握及び整理に関する作業内容の記載がないため､
委託対象外ではないでしょうか｡

閲覧資料のうち、閲覧設計書(ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務)をご確認くださ
い。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

26

要求水準書 13 第40条 5 照査報告書とは別に照査状況写真の提出が求められていますが､L判等で印
刷したものが必要でしょうか｡もしくは照査報告書に含めることは可能で
しょうか｡

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務の照査状況写真は、照査報告書に含めることを想
定しております。

27

要求水準書 13 第40条 6 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務の業務内容の詳細は提示されないのでしょうか｡ 閲覧資料のうち、閲覧設計書(ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務)をご確認くださ
い。

28

要求水準書 13 第40条 6 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務の実施時期が示されていますが､受注者から提案
することは可能でしょうか｡

原則、要求水準書に示すとおり令和11年度、令和12年度及び令和17年度の
実施を予定しております。ただし、下水道法の改正等により鶴岡市ｽﾄｯｸﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ計画の変更が必要となった場合、実施時期等について協議します。

29

要求水準書 13 第40条 6 点検調査計画が令和12年度に実施予定となっておりますが､基本方針は令和
11年度に実施するものと認識しております｡設計書が正と考えてよろしいで
しょうか｡

閲覧資料のうち、閲覧設計書(ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務)をご確認くださ
い。

30

要求水準書 13 第40条 6 業務内容に施設情報の収集･整理が含まれていませんが､ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策
定に必要な情報は､発注者から提供されるという事で良いでしょうか｡

閲覧資料のうち、閲覧設計書(ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務)をご確認くださ
い。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

31

要求水準書 13 第41条 1 ｢ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務による点検調査計画の策定に伴い､点検箇所を変
更する｣とありますが数量の変更もありますか。

点検数量が変更となる場合があります。

32

要求水準書 14 第42条 1 管路施設清掃の対象施設は､過年度の実績等を引継ぎ､発注者に提案及び協
議して選定するとの認識でよろしいでしょうか｡

ご認識のとおりです。

33

要求水準書 14 第42条 2 委託期間内は､この清掃方法が指定という認識で良いでしょうか｡ ご認識のとおりです。

34

要求水準書 14 第42条 4 ｢土砂等処分の費用は業務委託料に含まれていないため､その都度発注者と
協議｣とございますが､変更対象ということで良いでしょうか｡

産業廃棄物(土砂等)処分業者と本市が別途産業廃棄物処理委託契約を締結
します。

35

要求水準書 14 第42条 4 産業廃棄物処理の発注者(排出事業者)と担当企業(収集及び処理)との履行
時の産業廃棄物処理委託契約の締結は廃掃法上､重要な過程となります｡要
求水準書等に明記必要と思われますがどうでしょうか｡

産業廃棄物(土砂等)収集運搬業者と本市が別途産業廃棄物処理委託契約を
締結します。

7/25



令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

36

要求水準書 15 第46条 1 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務(ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ保守)について｢薬液(ﾎﾟﾘ硫酸第二鉄)
の購入費は業務委託料に含む｣とありますがｵｲﾙ交換用のｵｲﾙやﾊﾟｯｷﾝの扱い
はどのようになっていますか。

下水道施設維持管理積算要領-処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場施設編-2020年版(公共社団法
人日本下水道協会)に基づいて積算しております。

37

要求水準書 15 第46条 1 ｵｲﾙ交換について､使用するｵｲﾙの量や消耗品(ﾊﾟｯｷﾝ等)の数量等の情報を開
示していただけないでしょうか｡

ｵｲﾙ交換時の状況により変動するため、数量は開示できません。

38

要求水準書 15 第48条 1 停電等の異常通報に対し､現場確認等の緊急対応を行うこと｡とありますが
即復電等の復帰連絡が来ても､現地確認が必要という認識でしょうか｡通信
回線確認では不十分でしょうか｡

停電ｴﾘｱの抽出後、現場確認等の緊急対応は受注者の判断により実施するこ
とを想定しております。

39

要求水準書 15 第48条 2 箇所の抽出のみという認識で良いでしょうか｡停電ｴﾘｱからの推測によるも
のであり､現地確認は別途､発注者が判断後の対応ということでしょうか｡

停電ｴﾘｱの抽出後、現場確認等の緊急対応は受注者の判断により実施するこ
とを想定しております。

40

要求水準書 15 第49条 3 調査により定期的な清掃が必要となる箇所について､この内容は､不明水調
査業務の中でも見つかった場合という理解で良いでしょうか｡

ご認識のとおりです。

8/25



令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

41

要求水準書 16 第50条
第51条
第52条

4
3
4

10年間の全体金額であって､委託期間内に委託料がなくなった場合は､どの
ような措置を考えられているかご教示ください｡

管路施設維持修繕業務、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ整備業務及び管路施設維持工事につい
ては原則、委託費上限の範囲内での業務としますが、必要に応じて協議と
します。

42

要求水準書 16 第52条 1 冬期間の除雪によるﾏﾝﾎｰﾙ破損の交換工事は管路施設維持工事に含まれるの
でしょうか｡

除雪によるﾏﾝﾎｰﾙ蓋破損によるﾏﾝﾎｰﾙ蓋交換は管路施設維持工事に含まれま
す。

43

要求水準書 17 第52条 1 (1)管渠(本管)の布設替え(ｽﾊﾟﾝ単位)について､令和8年度に公表予定の｢下
水道管路ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのための技術基準等に関する最終整理｣では､管路1本ごと
に対応が求められることも想定されています｡この場合､布設替えはｽﾊﾟﾝ単
位で問題ないということで理解しても良いでしょうか｡

管路維持工事の管渠(本管)の布設替えは、ｽﾊﾟﾝ単位を想定しております。

44

要求水準書 17 第54条 1 緊急時対応で改良を行った箇所に関して､業務指標内の実施箇所数に計上さ
れるか､ご教示願います｡

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改良実施率の対象箇所数は、鶴岡市ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づく施工
箇所を対象としており、緊急対応による施工箇所は対象外となります。

45

要求水準書
(別紙1)

19 1 全体業務計画書は令和9年3月25日までに提出すると記載がございますが､事
業開始前の期間に提出するという認識でよろしいでしょうか｡

ご認識のとおりです。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

46

要求水準書
(別紙1)

19 1 管路、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ及び不明水調査業務で各企業の担当技術者(責任者)の指
定通知書の提出は不要との認識でよろしいでしょうか｡

ご認識のとおりです。

47

要求水準書
(別紙1)

20 2 報告書類等のﾍﾟｰﾊﾟ-ﾚｽ化は検討しているのでしょうか。 現時点で検討しておりませんが、提案に応じて協議します。

48

要求水準書
(別紙1)

20 2 提出書類名に管路の点検調査結果の報告書がありません｡また｢計画点検｣｢
計画調査｣の中分類がなく､現行の｢計画点検業務報告書｣｢計画調査業務報告
書｣はどのような分類分けした報告書となるのでしょうか｡そのとも｢管路維
持管理業務報告書｣として1つの報告書として提出となるものなのでしょう
か。

管路施設維持管理業務報告書として提出していただくことになります。

49

要求水準書
(別紙1)

21 2 提出書類で完成図書のうち､出来形管理図表･品質管理図表･工事写真につい
て準拠する仕様書や参考規格をご教示願います｡

山形県県土整備部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書、土木工事共通特記
仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料)及び、公益社団法人
日本下水道協会発行「下水道土木工事必携(案)、下水道土木工事共通仕様
書(案)、下水道土木工事施工管理基準及び規格値(案)に準拠してくださ
い。

50

要求水準書
(別紙2)

23 2 (2) ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務について､本業務が発生する年度に決定すること
で問題ないでしょうか｡

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定業務の管理技術者及び照査技術者は、契約締結後、速
やかに管理技術者指定通知書及び照査技術者指定通知書の提出により配置
となります。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

51

要求水準書
(別紙3)

24 関係官公署への届出等について､緊急作業時の届出方法として公安委員会に
対しては電話連絡とありますが､各道路管理者へも同様でよろしいか､ご教
示願います｡

原則、道路管理者への連絡は本市が行います。

52

要求水準書
(別紙4)

25 1 管路ﾃﾞｰﾀ(ｼｪｰﾌﾟﾌｧｲﾙ)について、受注者に貸与の時期は､契約締結後でしょ
うか｡また､当該管路ﾃﾞｰﾀは全ての管路施設点検業務の5年分又は10年間分の
計画下水道施設が抽出できるﾃﾞｰﾀでしょうか｡

契約締結後に貸与します。なお、管路ﾃﾞｰﾀは鶴岡市ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づ
く点検箇所の抽出が可能なﾃﾞｰﾀとなります。

53

要求水準書
(別紙4)

25 1 下水道施設台帳ﾃﾞｰﾀ(ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ)はどのﾃﾞｰﾀを指しているのかご教授いた
だけますか。

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟに係る資産管理情報となります。

54

要求水準書
(別紙5)

26 物価金利変動ﾘｽｸに関して､｢実施契約書に定める基準｣と記載がありますが､
｢実施契約書｣とは何を指すかご教示ください｡また､物価金利変動の基準を
ご教示ください｡

実施契約書は、業務委託契約書を指します。
物価金利変動の基準は、本市が公表する｢建設工事請負契約約款第26条第6
条(ｲﾝﾌﾚｽﾗｲﾄﾞ条項)運用ﾏﾆｭｱﾙ(暫定版)｣に準拠します。

55

要求水準書
(別紙6)

29 3 管更生工事が含まれておりませんので更新支援型という見解で宜しいで
しょうか｡

ご認識のとおりです。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

56

要求水準書
(別紙6)

29 3 管口ｶﾒﾗ点検は集排施設を対象とした業務となりますか｡ ご認識のとおりです。

57

要求水準書
(別紙6)

29 3 管路施設点検のﾏﾝﾎｰﾙ点検の業務内容をお示しいただけますか｡また決まっ
ている報告書の様式はありますか｡あればお示しいただけますか｡

地上よりﾏﾝﾎｰﾙ内に入らず、ﾏﾝﾎｰﾙ内部を点検する作業であり、概略点検に
該当します。
報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。

58

要求水準書
(別紙6)

29 3 ﾏﾝﾎｰﾙ点検はﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ圧送管のﾏﾝﾎｰﾙ式の空気弁を対象とした業務となり
ますか｡

ご認識のとおりです。

59

要求水準書
(別紙6)

29 3 管路施設点検の水管橋点検の業務内容をお示しいただけますか｡また決まっ
ている報告書の様式はありますか｡あればお示しいただけますか｡

水管橋、添架管の外観点検となります。
報告書は、業務実施前までに定めることとします。

60

要求水準書
(別紙6)

29 3 管路施設点検の本管TVｶﾒﾗ調査(側視0.05回/m以下)の業務内容をお示しいた
だけますか｡また決まっている報告書の様式はありますか｡あればお示しい
ただけますか｡

汚水本管内の異常の有無を確認する作業であり、概略点検に該当します。
報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

61

要求水準書
(別紙6)

29 3 本管TVｶﾒﾗ調査(小中口径)で(側視0.05回/m以下)は劣化損傷の有無を調べる
概略調査で､(側視0.3回/m以下)は劣化損傷の程度を評価する詳細調査(通常
の本管TVｶﾒﾗ調査)との認識でよろしいでしょうか｡また､(側視0.05回/m以
下)は事前洗浄工が含まれる業務でしょうか｡

ご認識のとおりです。
本管TVｶﾒﾗ調査(小中口径)(側視0.05回/m以下)は、洗浄工を含みません。

62

要求水準書
(別紙6)

29 3 管路施設点検の本管TVｶﾒﾗ調査等に使用する調査機材等のｽﾍﾟｯｸに規定のよ
うなものはありますか。

規定はありません。

63

要求水準書
(別紙6)

29 3 管路施設点検の取付管TVｶﾒﾗ調査について、決まっている報告書の様式はあ
りますか｡あればお示しいただけますか｡

報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。

64

要求水準書
(別紙6)

29 3 揚泥車運搬は管路施設清掃で発生した土砂等の廃棄物を強力吸引車で排出
及び処分場へ運搬する業務との認識でよろしいでしょうか｡

ご認識のとおりです。

65

要求水準書
(別紙6)

29 3 現地確認が80件(想定)/10年となってますが､800件の間違いではないでしょ
うか｡

ご指摘のとおりです。
該当箇所を800件･800時間(想定)/10年に修正します。
修正した実施要領、要求水準書を本市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載しますのでご確認く
ださい。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

66

要求水準書
(別紙6)

29 3 緊急対応業務についての考え方をご教示いだだきたい｡勤務時間外とは､平
日夜間､平日深夜､祝祭日の日中と夜間と深夜､同じ単価なのでしょうか｡ま
た､警報対応者の待機費用は考えてないのでしょうか｡

勤務時間外は、平日の17:15から翌日8:30まで、休日及び祝祭日とします。
設計単価は公表いたしません。
また、警報対応に係る待機費用は考えておりません。

67

要求水準書
(別紙6)

29 3 3.業務内容及び業務数量の中に災害対応業務についての記載がありません
が本業務の対象外との認識でよいか。

災害発生時は、緊急対応として現場確認の実施を想定しており、管路施設
緊急対応業務及びﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ緊急対応業務での対応とします。

68

要求水準書
(別紙6)

29 3 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務の詳細調査､ｵｲﾙ交換作業について年度ごとの詳細
を教えていただけますか。

閲覧資料のうち、閲覧設計書(ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務)をご確認くださ
い。

69

要求水準書
(別紙6)

30 3 不明水調査業務の業務内容及び数量等について、絞り込み調査(流量計測一
式)、管路施設点検(本管TVｶﾒﾗ調査一式、取付管TVｶﾒﾗ調査一式)とあります
が､上記以外の調査(例えば誤接合調査など)は想定されないのでしょうか｡
また受注者は､委託費記載がある｢不明水調査業務 金52,870,000円｣を目安
として流量計測､本管TVｶﾒﾗ調査､取付管TVｶﾒﾗ調査のほか不明水流入箇所の
発見に有効な方法を組み合わせて調査を実施するという認識でよろしいで
しょうか｡

不明水調査業務の業務内容は、委託費上限の範囲内で受注者の提案に基づ
いて協議します。

70

要求水準書
(別紙6)

30 3 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改良工事の数量について、10年での数量は確認できますが､業務計
画を立案する上で位置関係が確認できる資料がありましたら､ご教示願いま
す｡

追加の閲覧図書として、令和7年度 鶴岡市公共下水道管路ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画
策定業務報告書(修繕･改築計画図)を公表しますのでご確認ください。な
お、令和14年度(2030年度)以降のﾏﾝﾎｰﾙ蓋改良は鶴岡市ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画を
基にした想定数量であり、対象箇所を示した図面はございません。
前述した追加の閲覧資料は、電子媒体(DVD)に書き込み、閲覧を希望する者
に配布しますので、令和8年6月19日(金)午後5時までに実施要領7(4)ｳに示
す方法にて申込を行ってください。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

71

要求水準書
(別紙7)

31 1 業務指標の作業･修繕･工事に対する苦情件数で､同一案件で複数回苦情が
あった場合､一件として扱うのでしょうか｡

複数回分の件数として扱います。

72

要求水準書
(別紙7)

31 1 作業･修繕･工事に対する苦情件数目標0件とあるが､外的要因も多分にあり0
件は困難です｡苦情内容やｶｳﾝﾄの仕方しだいで受注者側に不利となると推察
されます｡どのように定義し､件数をｶｳﾝﾄするのかご教示ください｡

受注者の不備による苦情(お知らせ配布漏れに伴う苦情等)の場合は対象と
します。なお、本市のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにより業務指標算定の対象又は非対象を検証
します。

73

要求水準書
(別紙7)

31 2 業務指標の作業･修繕･工事に対する苦情件数で､不可抗力的な事象(悪天候･
交通事情等)による苦情は件数に含むのでしょうか｡

苦情発生時の状況を確認のうえ、不可抗力の場合は件数に含みません。

74

要求水準書
(別紙7)

31 2 詳細調査実施率(本管TVｶﾒﾗ)は､台帳相違箇所がある場合に変動します｡｢年
度あたりの計画延長｣は､当初契約時の数量になるのか､又は現地踏査後に計
画路線を精査した時点かどちらでしょうか｡

現地踏査後、年度当たりの計画延長を決定することを想定しております。

75

要求水準書
(別紙7)

31 2 業務指標詳細調査実施率(ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ)で､物流停滞､資材不足等ﾎﾟﾝﾌﾟｵｲﾙの
供給不足､ﾒｰｶｰ欠品により計画どおりの交換が困難になった場合は対象にな
るのでしょうか｡

必要に応じて協議します。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

76

要求水準書
(別紙7)

31 2 緊急対応率は初期対応のみの対応率でしょうか｡後日対応が多い｢二次対応
のみ｣の件数もあります｡また､｢●時間以内に対応した｣の時間は｢発注者と
受注者の協議により決定する｣となってます｡現行と同様に｢移動距離｣｢休
日｣｢夜間｣は考慮した時間として協議してほしい｡

緊急対応率は、市民等からの緊急通報及びﾎﾟﾝﾌﾟ設備の異常発報を対象とす
ることを想定しております。なお、本市のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにより業務指標算定の対
象又は非対象を検証します。
緊急対応における対応時間は、ご意見として承ります。

77

要求水準書
(別紙8)

32 1 支払方法で管路施設維持管理業務(管路施設点検･清掃)､ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管
理業務(ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ調査)がﾌﾛｰ番号②であるが､別紙1提出書類等の管路維持
管理業務報告書とﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務報告書の提出時期が四半期ごと
になっています｡どちらの時期で提出するのでしょうか｡また四半期ごとの
提出ならばﾌﾛｰ番号①になるのではないでしょうか｡

管路施設維持管理業務報告書の提出時期は、支払ﾌﾛｰに合わせ｢毎年3月末日
までに、当該年度実施分の報告書を提出する。」に修正します。
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務の報告書は、四半期ごとの提出とします。
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務(ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ調査)の支払は、支払の煩雑化を避け
るため、支払ﾌﾛｰ番号を①に修正します。
修正した要求水準書を本市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載しますのでご確認ください。

78

提案評基書 4 表-3 評価項目、着眼点及び配点(その2)の管路施設緊急対応業務に緊急時
における初期対応(人数､現場到達への所要時間等)とありますが発注者で想
定している現場到達への所要時間はありますか。

1次対応については、本市から受注者へ緊急対応の依頼を行ってから現地到
達まで勤務時間内は2時間以内、勤務時間外は3時間以内を想定しておりま
す。なお、勤務時間外は、平日の17:15から翌日8:30まで、休日及び祝祭日
とします。

79

様式集
(様式9)

2 2 ③ 提案書における文字数および枚数の制限はないとされておりますが､各提案
項目において､提出した文字や枚数の分量は評価に含まれない(多くの枚数
を提出したからといって､より多くの配点を与えられることはない｡あくま
でも評価基準に基づいて提案内容を評価する)という認識で間違いないで
しょうか｡

ご認識のとおりです。

80

業務委託契約書(案) 7 第13条 2 調査職員について､受注者に対して指示･承諾又は回答､協議などが業務内で
権限を有するとの表記がありますが､受注者の業務実施体制と同様に配置要
件などがあるのか､ご教示願います｡

調査職員の配置条件は公表しません。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

81

業務委託契約書(案) 10 第23条 1 ｢改築等の必要性に関する報告｣について､改築が必要な箇所を発見した場合
速やかに報告することは当然と考えられます｡しかし､現場環境の状況によ
り､受注者の適切な業務実施にも関わらず調査が困難､調査後の分析が困難
である場合もあり得ます｡その場合は判断不能という扱いとなり､少なくと
も受注者の業務不備とはならないという理解で間違いないでしょうか｡(も
ちろん､そうした箇所があった場合は発注者と受注者が十分に協議し対応す
る必要があると考えられます)

必要に応じて協議とします。

82

業務委託契約書(案) 10 第23条 3 ｢経年劣化等により生じた場合であって､そのことを受注者が立証した場合｣
とありますが､地中設備等において物理的に明確な立証が困難で､かつ受注
者の維持管理瑕疵も認められない(原因が断定できない)ｸﾞﾚｰな事象の改築
費用については､原則として発注者と受注者の協議の上で発注者負担となる
という解釈でよろしいでしょうか｡

ご認識のとおりです。

83

業務委託契約書(案) 14 第36条 1 毎年､物価ｽﾗｲﾄﾞを考慮していただけますでしょうか｡ 物価金利変動の基準は、本市が公表する｢建設工事請負契約約款第26条第6
条(ｲﾝﾌﾚｽﾗｲﾄﾞ条項)運用ﾏﾆｭｱﾙ(暫定版)｣に準拠します。

84

業務委託契約書(案) 14 第36条 1 (別紙｢要求水準書P26･ﾘｽｸ分担｣も合わせて)要求水準書のﾘｽｸ分担表におい
て､物価金利変動ﾘｽｸは｢実施契約書に定める基準以上(未満)｣で負担者を区
分するとありますが､業務委託契約書(案)第36条には具体的な変動割合の｢
基準｣が明記されておりません｡ｽﾗｲﾄﾞ条項が適用される具体的な基準値(%
等)をご教示いただくか､契約締結時の協議で決定する認識でよいかご教示
ください｡

物価金利変動の基準は、本市が公表する｢建設工事請負契約約款第26条第6
条(ｲﾝﾌﾚｽﾗｲﾄﾞ条項)運用ﾏﾆｭｱﾙ(暫定版)｣に準拠します。

85

業務委託契約書(案) 16 第43条 2 契約不適合の修補期間で成果物及び工事目的物の引渡しを受けた日から3年
以内に行うという記載がありますが､標準的な工事の瑕疵責任の期間は1～2
年程度と認識しており､3年以内という理由をご教示願います｡

鶴岡市建設工事請負契約約款に準拠し、契約不適合を理由とした履行の追
完の請求、損害賠償の請求、代金の減額請求を2年とします。業務委託契約
書(案)を修正します。
修正した業務委託契約書(案)を本市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載しますのでご確認くだ
さい。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

86

業務委託契約書(案) 16 第44条 1 本業務は広域化や業務内容の種別や実施期間の重複などが考えられ､地域住
民が困惑しないような周知方法が望まれると思いますが､同意･理解の取得
方法を参考までご教授願います｡(ﾘｽｸ分担で住民問題ﾘｽｸは発注者負担と記
載｡)

作業のお知らせ配布、電話又は対面での説明を想定しております。

87

業務委託契約書(案) 16 第44条 3 ｢地域住民対応｣について､受注者は住民対応を行った場合の費用を負担す
る､という内容と､行政ｻｰﾋﾞｽとして受注者が住民対応を行った場合は発注者
が費用を負担する､という2つの内容が読み取れるように思われます｡両者の
住民対応はどのように区別されるのでしょうか｡

前者は受注者が本業務を実施した場合の住民対応を指し、後者は下水道事
業という行政制度そのもの(受益者負担金への不満、使用料に関する不満
等)を指します。

88

業務委託契約書(案) 16 第44条 8 地域住民との間の紛争は受注者が解決することが示されていますが、これ
は以下の理解で間違いないかご確認いただきたいです。
･行政による説明や権限行使等、公的機関としての関与が必要不可欠と合理
的に判断される悪質なｸﾚｰﾑや紛争等については、発注者も解決に向け、受
注者に対して協力・連携を行う。
･受注者の適切な対応(規定から外れない業務を実施し、説明も果たしてい
る)にも関わらず、悪質なｸﾚｰﾑ等の紛争を持ち掛けられた場合は、少なくと
も受注者の責任の範囲外であり、対応することはできません。また、これ
によって業務の遂行が妨害された場合は、期限の遅れや進捗について発注
者と協議し再調整します。

原則、本業務の実施に係る住民対応は受注者の責任で実施することとな
り、下水道事業という行政制度そのもの(受益者負担金への不満、使用料に
関する不満等)に係る住民対応は市が対応します。ただし、本業務の実施に
係る住民対応については解決に向けて、必要に応じて市が協力及び連携し
対応します。

89

業務委託契約書(案) 19 第49条 1 ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄｼｪｱについて､効率的な手法とは第1期管路包括業務をﾍﾞｰｽに検討し
た効率か､または一般的な業務効率の想定かをご教授願います｡また､手法を
提案した場合に必要となる費用(ｼｽﾃﾑ構築)などの場合の取り扱いについて
ご教示願います｡

契約締結後、要求水準書に定める手法と比較しより効果的で効率的な提案
で、かつ業務委託料の減額を見込むことができる場合、ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄｼｪｱとして
協議します。なお、低減割合は事案ごとに協議とします。
手法を提案した場合に必要となる費用は、受注者負担となります。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

90

業務委託契約書(案) 19 第49条
第51条

2
1

･第49条には、事業費の低減を伴う提案を受け付けること、また、第51条に
は、受注者が負担する費用の減少分に応じて業務委託費から減額すること
が示されています。これは、業務期間内において、受注者が発注者に効果
的な手法を提案し、それが了承された場合、業務における金額的なｺｽﾄ削減
分が業務委託料から削減される(受注者の創意工夫によるｺｽﾄ削減分、業務
委託料が減少する)という理解で間違いないでしょうか。可能であれば、具
体例を示していただけないでしょうか。
･WPPPｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにも示されるように、受注者の創意工夫の内容や効果(ﾌﾟﾛ
ﾌｨｯﾄ)は、経済的な効果(定量的効果)だけでなく、住民ｻｰﾋﾞｽの向上や住民
と自治体との信頼関係向上、市職員の業務負担軽減といった定性的効果か
らも十分評価することが出来ると考えられます。第49条に示されるよう
に、委託料の低減に関わるもののみを提案として受け付けること、また、
第51条に示されるように、受注者の創意工夫によって受注者が削減した費
用分を業務委託料から削減することは、受注者の創意工夫の意欲や幅を狭
め、10年という期間で官民が協力することの効果を狭める可能性がありま
す。ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄｼｪｱにおいては、定量的効果だけでなく定性的効果を評価･提案
受け入れをする予定はないのでしょうか。

契約締結後、要求水準書に定める手法と比較しより効果的で効率的な提案
で、かつ業務委託料の減額を見込むことができる場合、ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄｼｪｱとして
協議します。なお、低減割合は事案ごとに協議とします。
具体例として、管路施設点検において新技術を導入し、日進量の増加に伴
い実施単価が安価となる場合等が想定されます。
定性的効果のある提案については、その都度協議します。

91

業務委託契約書(案) 19 第49条
～

第51条

本章にてﾌﾟﾛﾌｨｯﾄｼｪｱの記載があることから､本業務は｢管理･更新一体ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ方式(ﾚﾍﾞﾙ3.5)｣の要件を満たしているという認識でよろしいでしょうか｡

ご認識のとおりです。

92

業務委託契約書(案) 19 第51条 2 ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄｼｪｱにおける､発注者が負担する額や受注者の業務委託料の減額は､
発注者･受注者双方の協議により定めるとされておりますが､協議によって
は受注者の業務委託料の減額は行わない場合もあるという理解で間違いな
いでしょうか｡また､具体的にどのような基準に基づいて額の協議･決定を行
うのかご教示いただけますでしょうか｡

ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄｼｪｱに係る低減割合は事案ごとに協議とします。

93

業務委託契約書(案) 19 第51条 2 ｢発注者の負担する額又は受注者の業務委託料の減額については､双方協議
して定める｣とありますが0:10になることもお考えですか。

ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄｼｪｱに係る低減割合は事案ごとに協議とします。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

94

業務委託契約書(案) 現在公告されている契約内容の変更はあるのでしょうか｡ 必要に応じて変更契約します。

95

業務委託契約書(案)
(別紙3)

3 1 業務指標の目標値未達の場合におけるﾍﾟﾅﾙﾃｨが規定されていることから､本
業務は性能発注という認識でよろしいでしょうか｡

ご認識のとおりです。

96

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ基本計画書 6 1.5 (2) ｢ｱ 現地確認を伴うﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ｣および､｢ｲ 緊急ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ｣とありますがそれぞれ
想定される事例をご教示ください｡

調査職員による現場ﾊﾟﾄﾛｰﾙを想定しております。

97

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ基本計画書 8 2.3 (1) ﾍﾟﾅﾙﾃｨ(1)業務指標の目標値未達の場合の未達となった業務指標の数とは目
標値が率の場合､どのような計算になるのでしょうか｡

目標値に達しなかった項目を1項目とし、項目数×5%の減額とします。

98

閲覧資料
(令和7年度　鶴岡市公
共下水道管路ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ計画策定業務報告

書(抜粋))

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画(ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ編)開示していただけますでしょうか。 追加の閲覧図書として、令和7年度 鶴岡市公共下水道管路ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画
策定業務報告書(ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場施設編)(抜粋)を公表しますのでご確認くだ
さい。
前述した追加の閲覧資料は、電子媒体(DVD)に書き込み、閲覧を希望する者
に配布しますので、令和8年6月19日(金)午後5時までに実施要領7(4)ｳに示
す方法にて申込を行ってください。

20/25



令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

99

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

用語の定義について、今回｢点検｣が従来の｢点検･調査｣の総評する場合の用
語となっております｡｢概略点検｣｢詳細点検｣も含めて､｢点検｣｢概略点検｣｢詳
細点検｣の定義を明示した方が良いかと思われます｡

対象施設の異常の有無を確認する点検を｢概略点検｣、異常の有無及び程度
を確認する調査及び診断を｢詳細点検｣とします。

100

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

3 3 3-1 月間業務報告書に計画工程表に対しての実施工程表は不要ですか｡ 報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。

101

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

3 3 3-1 管路施設維持管理業務｣｢ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務｣に月間業務報告書に添付
必要な項目がありません｡明示が無ければ不要となりますが､現行の添付項
目は不要ですかそれとも発注者との協議になりますか｡

報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。

102

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

5 5 5-2 本管TVｶﾒﾗ調査(0.05回/m以下)と(0.3回/m以下)の動画ﾌｧｲﾙ名の区別化はし
ますか｡

報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。

103

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

5 5 5-2 本管TVｶﾒﾗ調査(0.05回/m以下)の帳票は管口ｶﾒﾗの記録表になりますか､それ
とも本管TVｶﾒﾗ調査の記録表になりますか｡

本管TVｶﾒﾗ調査の記録表とします。なお、報告書は報告書作成要領(案)に記
載された内容を基に協議し、業務実施前までに定めることとします。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

104

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

5 5 5-3 要求水準書(P20)の四半期毎に提出必要な｢管路維持管理業務報告書｣の内容
がありませんが､どのような報告内容となるものでしょうか｡

報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。

105

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

5 5 5-3 5-3-1　管路施設点検(概略点検)について、｢ﾏﾝﾎｰﾙ蓋巡視｣はどのような作
業となりますか｡

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋を開けずに目視により巡視する作業となります。

106

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

5 5 5-3 5-3-1　管路施設点検(概略点検)について、｢ﾏﾝﾎｰﾙ点検｣と｢水管橋点検｣の
報告書の仕様はありますか｡

報告書作成要領(案)に記載のない報告書は協議のうえ、業務実施前までに
定めます。

107

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

8 7 7-2 7-2　点検・作業記録(3)、(5)について、例R8_4月_MP点検報告書となって
いますが現行報告書はMPではなく処理区名の記載になっています｡変更にな
るのでしょうか。

報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。

108

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

8 7 7-2 7-2　点検・作業記録(6)、(7)について、別紙11報告書がﾎﾟﾘ鉄補充と硫化
水素実績報告書となりますが､ﾌｧｲﾙを2つに分ける必要がありますでしょう
か｡

報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

109

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

8 7 7-3 7-3-2　ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ調査(3)について、調査箇所図とありますが､必要になっ
た経緯をご教授いただけませんか｡

調査箇所を確認するため提出していただくことを想定しておりますが、報
告書は報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施前ま
でに定めることとします。

110

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

10 8 8-2 8-2　作業記録(2)について、R8_4月_汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備名_MP_故障報告書と
なっていますが現行設備名はなく機場名の記載になっています｡変更になる
のでしょうか｡

報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。

111

閲覧資料
(報告書作成要領(案))

10 8 8-3 8-3-1　現場対応完了後(1)について、台帳取込用ﾃﾞｰﾀ(ExceIﾌｧｲﾙ)が必要に
なった経緯をご教授いただけませんか。

維持管理情報を蓄積するため提出していただくことを想定しております
が、報告書は報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実
施前までに定めることとします。

112

閲覧資料
(報告書作成要領(案)

別紙10)

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場ｵｲﾙ交換業務報告書現行様式ではないですが､変更になるので
しょうか｡

報告書は、報告書作成要領(案)に記載された内容を基に協議し、業務実施
前までに定めることとします。

113

閲覧資料
(鶴岡市維持管理ﾃﾞｰﾀ

作成規則(案))

5 5 5-2 「概略点検｣の帳票及び動画のﾃﾞｰﾀ作成規則(例)がありませんが､鶴岡市維
持管理ﾃﾞｰﾀ作成規則(2020年7月)の規則は使用できないと思います｡取決め
が必要と思われます｡

維持管理ﾃﾞｰﾀ作成は、鶴岡市維持管理ﾃﾞｰﾀ作成規則(案)に記載された内容
を基に協議し、業務実施前までに定めることとします。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

114

閲覧資料
(鶴岡市維持管理ﾃﾞｰﾀ

作成規則(案))

5 5 5-2 ｢ﾏﾝﾎｰﾙ蓋調査記録表｣にﾃﾞｰﾀ作成規則(例)がありません｡ 鶴岡市維持管理ﾃﾞｰﾀ作成規則(案)に記載のない維持管理ﾃﾞｰﾀ作成規則は、
業務実施前までに定めることとします。

115

閲覧資料
(鶴岡市維持管理ﾃﾞｰﾀ

作成規則(案))

5 5 5-2 ﾃﾞｰﾀ作成規則で｢R8管路清掃_123_本管清掃記録｣は｢R8管路清掃_123_本管清
掃記録表｣ではありませんか｡

維持管理ﾃﾞｰﾀ作成は、鶴岡市維持管理ﾃﾞｰﾀ作成規則(案)に記載された内容
を基に協議し、業務実施前までに定めることとします。

116

閲覧資料
(閲覧設計書)

管路施設維持管理業務について、計算式中の標準作業量の根拠をお教え願
えないでしょうか｡安全作業上､1日でできる作業量なのでしょうか｡

管路施設維持管理業務の業務委託料は、下水道施設維持管理積算要領-管路
施設編-2020年(公益社団法人日本下水道協会)、下水道管路管理積算資料-
2023-(公益社団法人日本下水道管路管理業協会)等を基に算出しておりま
す。

117

閲覧資料
(閲覧設計書)

管路施設維持管理業務について、管路施設点検において計算式中の各標準
作業量の根拠をお教え願えないでしょうか｡

管路施設維持管理業務の業務委託料は、下水道施設維持管理積算要領-管路
施設編-2020年(公益社団法人日本下水道協会)、下水道管路管理積算資料-
2023-(公益社団法人日本下水道管路管理業協会)等を基に算出しておりま
す。

118

閲覧資料
(閲覧設計書)

管路施設維持管理業務で安全のための換気は､ﾏﾝﾎｰﾙ目視調査のみ計上され
ていますが､その他の作業では安全管理が計上されていない理由をお教えい
ただきたい｡本管TVｶﾒﾗ調査(小中口径)､本管TVｶﾒﾗ調査(大口径)は入孔しま
す｡

必要に応じて協議します。
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令和8年6月12日

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

実施要領等に関する質問及び回答

書類名 頁 項番 項目
NO

質問箇所
質問内容 回答

119

閲覧資料
(閲覧設計書)

管路施設維持管理業務について､ﾏﾝﾎｰﾙ目視調査の標準作業量(日進量)が30
箇所/日となっていますが､入孔前後の安全管理等も入れた標準作業量と
なってますでしょうか｡

管路施設維持管理業務の業務委託料は、下水道施設維持管理積算要領-管路
施設編-2020年(公益社団法人日本下水道協会)、下水道管路管理積算資料-
2023-(公益社団法人日本下水道管路管理業協会)等を基に算出しておりま
す。

120

閲覧資料
(閲覧設計書)

管路施設維持管理業務の取付管ｶﾒﾗ調査の標準作業量は、発注者の場合、ほ
とんどの公共汚水ﾏｽが一般宅の敷地内にあるｹｰｽが多いのですが、積算上で
は40箇所/日となっております。地域性を考慮してはいただけないのでしょ
うか。(公道上で30箇所/日、宅内だと21箇所/日という資料もあります。)

必要に応じて協議します。

121

閲覧資料
(閲覧設計書)

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ点検の巡回点検の数量がR8年度3652回であるが､3984回､数量差
は機場数の増加等の観点から数量が増えるのでしょうか｡

ご認識のとおりです。
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